
川
越
市
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
新
旧
対
照 
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行 
（
職
員
） 

 

第
二
十
条 
１ 
略 

２ 

保
育
士
の
数
は
、
乳
児
お
お
む
ね
三
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
一
歳
以
上
満
三
歳
に
満
た

な
い
幼
児
お
お
む
ね
六
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
幼
児
お
お

む
ね
十
五
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
四
歳
以
上
の
幼
児
お
お
む
ね
二
十
五
人
に
つ
き
一
人
以

上
と
す
る
。
た
だ
し
、
保
育
所
一
に
つ
き
二
人
を
下
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

（
職
員
） 

 

第
二
十
条 

１ 

略 

２ 

保
育
士
の
数
は
、
乳
児
お
お
む
ね
三
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
一
歳
以
上
満
三
歳
に
満
た

な
い
幼
児
お
お
む
ね
六
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
三
歳
以
上
満
四
歳
に
満
た
な
い
幼
児
お
お

む
ね
二
十
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
四
歳
以
上
の
幼
児
お
お
む
ね
三
十
人 

に
つ
き
一
人
以

上
と
す
る
。
た
だ
し
、
保
育
所
一
に
つ
き
二
人
を
下
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


